
(57)【要約】

【課題】超音波診断装置の載置部に機器が載置されたと

きには、操作卓とその機器との当接を回避し、機器が載

置されないときは、操作卓が自由に回動することができ

る超音波診断装置を提供する。

【解決手段】被検体に超音波を送受信する超音波プロー

ブと、超音波プローブからの信号を処理する本体部１と

、本体部に設けられた回動軸と、回動軸１０に設けられ

、回動軸の回動に伴い回動する操作卓３と、本体上に設

けられた、操作卓の回動範囲に機器を設置可能な載置部

５と、機器を載置部に固定し、機器の大きさ、形状に応

じた、取り外し可能な固定具７とを備え、固定具が回動

軸の回動範囲を制限する。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 超 音 波 プ ロ ー ブ か ら の 信 号 を 処 理 す る 本 体 部 と 、
　 前 記 本 体 部 に 設 け ら れ た 回 動 軸 と 、
　 前 記 回 動 軸 に 設 け ら れ 、 前 記 回 動 軸 の 回 動 に 伴 い 回 動 す る 操 作 卓 と 、
　 前 記 本 体 上 に 設 け ら れ た 、 前 記 操 作 卓 の 回 動 範 囲 に 機 器 を 設 置 可 能 な 載 置 部 と 、
　 前 記 機 器 を 前 記 載 置 部 に 固 定 す る 固 定 具 と を 備 え 、
　 前 記 固 定 具 が 前 記 回 動 軸 の 回 動 範 囲 を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 超 音 波 診 断 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 固 定 具 は 、 前 記 操 作 卓 が 前 記 載 置 部 に 固 定 さ れ た 機 器 と 当 接 し な い よ う に 、 前 記 回
動 軸 の 回 動 範 囲 を 制 限 す る 固 定 具 回 動 規 制 部 を 有 す る 請 求 項 １ 記 載 の 超 音 波 診 断 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 回 動 軸 に 形 成 さ れ た 回 動 軸 回 動 規 制 部 を 備 え 、
　 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 は 、 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 の 回 動 範 囲 に 配 置 さ れ 、
　 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 と 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と が 当 接 す る こ と に よ り 、 前 記 回 動 軸 の
回 動 範 囲 を 制 限 す る 請 求 項 ２ 記 載 の 超 音 波 診 断 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 は 、 凸 状 ま た は 凹 状 に 形 成 さ れ 、
　 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 は 、 凸 状 ま た は 凹 状 に 形 成 さ れ 、
　 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 お よ び 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 の 少 な く と も 一 方 は 、 凸 状 に 形 成 さ
れ た 請 求 項 ３ 記 載 の 超 音 波 診 断 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 回 動 軸 の 回 動 を 制 動 す る 回 動 制 動 手 段 と 、
　 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 と 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と が 接 触 し た こ と を 検 出 す る 当 接 検 出 部
と を 備 え 、
　 前 記 当 接 検 出 部 が 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 手 段 と 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と の 接 触 を 検 知 し た
場 合 、 前 記 回 動 制 動 手 段 が 前 記 回 動 軸 を 制 動 す る 請 求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の 超 音 波 診 断 装
置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 回 動 軸 の 回 動 を 制 動 す る 回 動 制 動 手 段 と 、
　 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 に 設 け ら れ 、 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と 接 触 し た こ と を 検 出 す る 当
接 検 出 部 と を 備 え 、
　 前 記 当 接 検 出 部 が 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と 接 触 す る と 、 前 記 回 動 制 動 手 段 が 前 記 回 動 軸
を 制 動 す る 請 求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の 超 音 波 診 断 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 操 作 者 に 情 報 を 報 知 す る 報 知 手 段 を 備 え 、
　 前 記 当 接 検 出 部 が 、 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と の 接 触 、 ま た は 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 手 段 と
前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と の 接 触 を 検 知 す る と 、 前 記 報 知 手 段 が 前 記 操 作 卓 は 回 動 限 界 で あ
る こ と を 報 知 す る 請 求 項 ５ ま た は ６ 記 載 の 超 音 波 診 断 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 回 動 可 能 な 操 作 卓 を 有 す る 超 音 波 診 断 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 超 音 波 診 断 装 置 を 操 作 者 が 操 作 す る 際 に は 、 患 者 が ベ ッ ド に 横 た わ っ て い る 場 合 、 い す
に 座 っ て い る 場 合 な ど さ ま ざ ま な 態 様 が あ り 、 ベ ッ ド に 横 た わ っ て い る 場 合 で あ っ て も 、
体 位 や 診 断 部 位 に よ っ て も 、 さ ま ざ ま な 状 態 で 患 者 に プ ロ ー ブ を あ て て 診 断 を 行 う こ と に
な る 。 ま た 、 診 断 場 所 も 診 断 室 で あ る 場 合 、 病 室 で あ る 場 合 な ど が あ り 、 十 分 な 診 断 ス ペ
ー ス を 確 保 で き な い 場 合 が あ る 。
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【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ の た め 、 操 作 者 は 不 安 定 な 体 位 で 診 断 を 行 わ ざ る を え な い 場 合 が あ り 、 そ の た め に 腕
や 首 な ど に 痛 み を 訴 え る こ と も 少 な く な い 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 そ こ で 、 従 来 の 超 音 波 診 断 装 置 は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 操 作 卓 １ ０ ３ が 操 作 卓 回 動 軸 部
１ ０ ４ を 軸 に 回 動 可 能 な よ う に 構 成 さ れ た も の が 提 案 ・ 実 用 化 さ れ て い る （ 例 え ば 特 許 文
献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 操 作 卓 が 回 動 可 能 で あ る た め 、 操 作 卓 を 診 断 し や す い 向 き に 向 け る こ と に よ り 、 操 作 者
の 身 体 的 負 担 を 減 ら す こ と が で き る 。 ま た 、 診 断 の 精 度 を 向 上 さ せ る こ と に つ な が る の で
、 で き る だ け 操 作 卓 の 回 動 範 囲 を 大 き く と る こ と が 必 要 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 超 音 波 診 断 装 置 は 画 像 診 断 装 置 で あ る の で 、 診 断 し た 患 者 の 超 音 波 診 断 画 像 を 記
録 ・ 保 存 し て お く 必 要 が あ る 。 記 録 ・ 保 存 の 手 段 と し て 白 黒 プ リ ン タ 、 カ ラ ー プ リ ン タ 、
ビ デ オ デ ッ キ な ど が あ り 、 昨 今 で は Ｄ Ｖ Ｄ レ コ ー ダ な ど が 普 及 し 始 め て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 そ の た め 、 ユ ー ザ と し て は 複 数 台 の 記 録 機 器 （ 以 下 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ） を 超 音 波 診 断 装 置 に 接
続 し て 画 像 を 記 録 す る こ と が あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 従 っ て 、 超 音 波 診 断 装 置 の 小 型 化 が 求 め ら れ る な か で 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 必 要 に 応 じ
て 本 体 部 １ ０ １ の 上 部 の 載 置 部 １ ０ ５ に Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 １ ０ ６ を 設 置 す る 場 合 が 生 じ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － ６ ２ ４ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 図 １ ２ に 示 し た 従 来 の 超 音 波 診 断 装 置 に お い て 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 １ ０ ６
が 操 作 卓 の 回 動 範 囲 内 に 設 置 せ ざ る を 得 な い こ と も 発 生 す る 。 図 ９ 、 １ ０ は 、 操 作 卓 １ ０
３ と Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 １ ０ ６ の 関 係 を 示 す 図 で あ る 。 図 ９ に 示 す よ う に 、 不 用 意 に 操 作 卓 １ ０ ３
を 回 動 さ せ て し ま う と 、 操 作 卓 １ ０ ３ が Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 １ ０ ６ と ぶ つ か っ て し ま い 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機
器 １ ０ ６ が 破 損 す る 恐 れ が あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 本 体 部 １ ０ １ の 上 部 の 載 置 部 １ ０ ５ に Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 １ ０ ６ を
搭 載 し な い 場 合 に は 、 操 作 卓 １ ０ ３ を 大 き く 回 動 で き る よ う に す る こ と が 好 ま し い 。 従 っ
て 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 １ ０ ６ が 搭 載 さ れ る こ と を 前 提 と し て 操 作 卓 の 回 動 範 囲 を は じ め か ら 制 限
し て し ま う こ と も 、 効 果 的 で は な い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 は 、 従 来 の 問 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で 、 超 音 波 診 断 装 置 の 載 置 部 に 機
器 が 設 置 さ れ た と き に は 、 操 作 卓 と そ の 機 器 と の 当 接 を 回 避 し 、 機 器 が 設 置 さ れ な い と き
は 、 操 作 卓 を 自 由 に 回 動 す る こ と が で き る 超 音 波 診 断 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 超 音 波 診 断 装 置 は 、 超 音 波 プ ロ ー ブ か ら の 信 号 を
処 理 す る 本 体 部 と 、 前 記 本 体 部 に 設 け ら れ た 回 動 軸 と 、 前 記 回 動 軸 に 設 け ら れ 、 前 記 回 動
軸 の 回 動 に 伴 い 回 動 す る 操 作 卓 と 、 前 記 本 体 上 に 設 け ら れ た 、 前 記 操 作 卓 の 回 動 範 囲 に 機
器 を 設 置 可 能 な 載 置 部 と 、 前 記 機 器 を 前 記 載 置 部 に 固 定 す る 固 定 具 と を 備 え 、 前 記 固 定 具
が 前 記 回 動 軸 の 回 動 範 囲 を 制 限 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 前 記 固 定 具 は 、 前 記 操 作 卓 が 前 記 載 置 部 に 固 定 さ れ た 機 器 と 当 接 し な い よ う に 、
前 記 回 動 軸 の 回 動 範 囲 を 制 限 す る 固 定 具 回 動 規 制 部 を 有 す る 構 成 に す る こ と も で き る 。 こ
の 構 成 に よ り 、 操 作 卓 を 回 動 さ せ る 際 に 、 機 器 を 載 置 し た と き は 、 そ の 機 器 を 固 定 す る 固
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定 具 が 、 機 器 と 操 作 卓 が ぶ つ か ら な い よ う に 回 動 軸 の 回 動 範 囲 を 制 限 し 、 機 器 を 載 置 し な
い 場 合 は 操 作 卓 を 規 制 な く 回 動 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 前 記 回 動 軸 に 形 成 さ れ た 回 動 軸 回 動 規 制 部 を 備 え 、 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 は 、 前
記 回 動 軸 回 動 規 制 部 の 回 動 範 囲 に 配 置 さ れ 、 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 と 前 記 固 定 具 回 動 規 制
部 と が 当 接 す る こ と に よ り 、 前 記 回 動 軸 の 回 動 範 囲 を 制 限 す る 構 成 に す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 は 、 凸 状 ま た は 凹 状 に 形 成 さ れ 、 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 は
、 凸 状 ま た は 凹 状 に 形 成 さ れ 、 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 お よ び 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 の 少 な
く と も 一 方 は 、 凸 状 に 形 成 さ れ た 構 成 に す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 前 記 回 動 軸 の 回 動 を 制 動 す る 回 動 制 動 手 段 と 、 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 と 前 記 固 定
具 回 動 規 制 部 と が 接 触 し た こ と を 検 出 す る 当 接 検 出 部 と を 備 え 、 前 記 当 接 検 出 部 が 前 記 回
動 軸 回 動 規 制 手 段 と 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と の 接 触 を 検 知 し た 場 合 、 前 記 回 動 制 動 手 段 が
前 記 回 動 軸 を 制 動 す る 構 成 に す る こ と も で き る 。 こ の 構 成 に よ り 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 と 固
定 具 回 動 規 制 部 が 当 接 時 ま た は 当 接 す る 直 前 に 回 動 軸 を 制 動 さ せ る こ と が で き 、 操 作 卓 と
機 器 が 接 触 す る こ と を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 前 記 回 動 軸 の 回 動 を 制 動 す る 回 動 制 動 手 段 と 、 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 部 に 設 け ら れ
、 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と 接 触 し た こ と を 検 出 す る 当 接 検 出 部 と を 備 え 、 前 記 当 接 検 出 部
が 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と 接 触 す る と 、 前 記 回 動 制 動 手 段 が 前 記 回 動 軸 を 制 動 す る 構 成 に
す る こ と も で き る 。 こ の 構 成 に よ り 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 と 固 定 具 回 動 規 制 部 が 当 接 時 ま た
は 当 接 す る 直 前 に 回 動 軸 を 制 動 さ せ る こ と が で き 、 操 作 卓 と 機 器 が 接 触 す る こ と を 防 ぐ こ
と が で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 前 記 操 作 者 に 情 報 を 報 知 す る 報 知 手 段 を 備 え 、 前 記 当 接 検 出 部 が 、 前 記 固 定 具 回
動 規 制 部 と の 接 触 、 ま た は 前 記 回 動 軸 回 動 規 制 手 段 と 前 記 固 定 具 回 動 規 制 部 と の 接 触 を 検
知 す る と 、 前 記 報 知 手 段 が 前 記 操 作 卓 は 回 動 限 界 で あ る こ と を 報 知 す る 構 成 に す る こ と も
で き る 。 こ の 構 成 に よ り 、 操 作 卓 を 回 動 さ せ た こ と に よ っ て 回 動 軸 回 動 規 制 手 段 と 固 定 具
回 動 規 制 部 と が 当 接 し た と き に 、 操 作 者 に こ れ 以 上 操 作 卓 を 回 動 さ せ る こ と が で き な い こ
と を 報 知 す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 超 音 波 診 断 装 置 の 載 置 部 に 機 器 が 載 置 さ れ た と き に は 、 操 作 卓 と そ の
機 器 と の 当 接 を 回 避 し 、 機 器 が 載 置 さ れ な い と き は 、 操 作 卓 が 自 由 に 回 動 す る こ と が で き
る 超 音 波 診 断 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 に つ い て 、 図 面 を 参 照 し な が ら 説 明 す
る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 （ 第 １ の 実 施 の 形 態 ）
　 図 １ は 、 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 の 一 構 成 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 体 部 １ は 、 超 音 波 プ ロ ー ブ （ 図 示 せ ず ） か ら の 信 号 を 処 理 す る の に 必 要 な ハ ー ド ウ エ
ア が 組 み 込 ま れ て い る 。 モ ニ タ ２ は 、 診 断 画 像 や 各 種 情 報 を 表 示 す る 。 操 作 卓 ３ は 、 操 作
者 が 超 音 波 診 断 装 置 の 操 作 を 行 う た め に 回 動 可 能 に 設 置 さ れ て い る 。 操 作 卓 回 動 軸 部 ４ は
、 操 作 卓 ３ を 回 動 さ せ る た め の 機 能 を 有 す る 。 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ は 、 超 音 波 診 断 画 像 な ど を 記
録 す る た め の Ｖ Ｃ Ｒ 、 Ｄ Ｖ Ｄ ド ラ イ ブ な ど の 機 器 で あ り 、 本 体 部 １ の 載 置 部 ５ に 、 固 定 具
７ に よ っ て 固 定 さ れ て い る 。 こ の 固 定 具 ７ に は 、 操 作 卓 回 動 軸 部 ４ の 回 動 を 規 制 す る た め
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の 回 動 規 制 部 ８ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 超 音 波 診 断 装 置 は 通 常 キ ャ ス タ を 有 し て お り 、 容 易 に 移 動 可 能 と な っ て い る の で 、 Ｏ Ｅ
Ｍ 機 器 ６ を 超 音 波 診 断 装 置 に 設 置 す る 場 合 、 単 に 載 せ る だ け で は 移 動 時 な ど に 落 下 す る こ
と が あ り う る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 そ こ で 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ を 載 置 部 ５ に 設 置 す る と き は 、 上 述 の よ う に 固 定 具 ７ を 用 い て 固
定 す る 。 載 置 部 ５ に は 、 例 え ば 固 定 具 ７ に あ わ せ て ネ ジ 穴 な ど を 設 け て お き 、 固 定 具 ７ に
は 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ の 外 筐 の ネ ジ 穴 に 応 じ て ネ ジ 穴 、 ネ ジ 貫 通 穴 を 設 け る 。 固 定 具 ７ は 、 そ
の ネ ジ 穴 、 ネ ジ 貫 通 穴 を 利 用 し て 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ を 載 置 部 ５ に 固 定 す る 。 つ ま り 、 Ｏ Ｅ Ｍ
機 器 ６ を 載 置 部 ５ に 設 置 す る と き に は 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ の 大 き さ 、 形 状 に 対 応 し 、 固 定 具 ７
の 位 置 を 変 更 す る だ け で な く 、 必 要 に 応 じ て 交 換 で き る よ う に 、 複 数 の 固 定 具 ７ が 必 要 に
な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ２ は 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 の 操 作 卓 回 動 軸 部 ４ と 固 定 具 回 動 規 制 部 ８
を 詳 細 に 示 し た 断 面 図 で あ る 。 操 作 卓 回 動 軸 部 ４ に は 、 操 作 卓 ３ と 供 に 回 動 す る 回 動 軸 １
０ が 設 け ら れ 、 回 動 軸 １ ０ に は 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ が 設 け ら れ て い る 。 操 作 卓 回 動 軸
部 ４ に は 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ が 挿 入 さ れ る 回 動 規 制 部 挿 入 部 ９ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 ３ ～ ５ は 、 操 作 卓 回 動 軸 部 ４ を 上 部 か ら 見 た 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ａ 、 ８ ｂ と 、 回 動 軸
回 動 規 制 部 １ １ の 関 係 を 示 す 断 面 図 で あ る 。 図 ３ は 、 回 動 規 制 部 挿 入 部 ９ に は 、 固 定 具 回
動 規 制 部 ８ が 挿 入 さ れ て い な い 場 合 を 示 し て い る 。 従 っ て 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ と 当 接
す る も の が な い の で 、 回 動 軸 １ ０ は 、 回 動 規 制 部 挿 入 部 ９ を 超 え て 回 動 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 ４ は 、 回 動 規 制 部 挿 入 部 ９ に 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ａ が 挿 入 さ れ て い る 場 合 を 示 し て い
る 。 回 動 軸 １ ０ が 反 時 計 方 向 に 回 動 し た と き 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ も 移 動 し 、 固 定 具 回
動 規 制 部 ８ ａ に 当 接 す る こ と に よ っ て 回 動 が 制 限 さ れ 、 そ れ 以 上 回 動 軸 １ ０ は 回 動 で き な
く な る 。 従 っ て 、 操 作 卓 ３ も そ れ 以 上 回 動 す る こ と が で き な い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ５ は 、 図 ４ の 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ａ よ り 大 き い 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ｂ が 、 回 動 規 制 部
挿 入 部 ９ に 挿 入 さ れ て い る 場 合 を 示 し て い る 。 操 作 卓 ３ が 回 動 す る こ と に よ り 、 固 定 具 回
動 規 制 部 ８ ｂ と 回 動 軸 規 制 部 １ １ が 当 接 し 、 回 動 が 制 限 さ れ る 。 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ｂ は
、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ａ よ り 大 き い の で 、 小 さ い 回 動 角 で 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ ｂ と 回 動 軸
規 制 部 １ １ が 当 接 し 、 操 作 卓 ３ の 回 動 範 囲 が 小 さ く な る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 上 述 し た よ う に 、 固 定 具 ７ は 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ の ネ ジ 穴 の 位 置 な ど に 合 わ せ る 必 要 が あ る
た め 、 通 常 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ ご と に 個 別 の 固 定 具 ７ が 用 意 さ れ て い る 。 そ こ で 、 固 定 す る Ｏ
Ｅ Ｍ 機 器 ６ の 大 き さ に 合 わ せ て 、 固 定 具 ７ の 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ の 形 状 、 大 き さ を 決 定 す
れ ば 、 設 置 さ れ る Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ の 形 状 、 大 き さ に 応 じ て 操 作 卓 ３ の 回 動 範 囲 を 適 切 な 範 囲
に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 に よ れ ば 、 回 動 軸 １ ０
に 設 け ら れ た 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ の 位 置 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ の 幅 な ど の 条 件 と 、 Ｏ Ｅ
Ｍ 機 器 ６ の 形 状 、 大 き さ と を 合 致 さ せ て お け ば 、 操 作 卓 ３ が Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ に 接 触 す る 前 に
操 作 卓 ３ の 回 動 を 止 め る こ と が で き る 。 従 っ て 、 操 作 卓 ３ が Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ に ぶ つ か っ て 、
そ れ ぞ れ が 破 損 す る こ と を 回 避 す る こ と が で き 、 同 時 に 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ に 接 触 す る 直 前 ま
で 操 作 卓 ３ を 回 動 さ せ る こ と が で き る 。 さ ら に 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ を 設 置 し な い 場 合 は ぶ つ か
る 心 配 が な い の で 、 操 作 卓 ３ を 規 制 せ ず に 自 由 に 回 動 さ せ る こ と が で き る の で 、 安 全 性 の
向 上 と 操 作 性 の 向 上 と を 同 時 に 実 現 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ３ １ 】
　 （ 第 ２ の 実 施 の 形 態 ）
　 図 ６ は 、 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 の 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ と 固
定 具 回 動 規 制 部 ８ の 関 係 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 当 接 検 知 部 １ ２ は 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ の 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ に 面 す る 位 置 に 設 け ら
れ 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ と の 接 触 を 検 知 す る 。 回 動 制 動 部 １ ３ （ 回 動 制 動 手 段 ） は 、 操 作
卓 回 動 軸 部 ４ に 設 け ら れ 、 回 動 軸 １ ０ の 回 動 を 停 止 さ せ る た め の ブ レ ー キ で あ る 。 そ の 他
の 構 成 は 、 第 １ の 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 と 同 様 で あ る の で 、 同 一 の 符 号 を 付 し
て 説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 回 動 軸 １ ０ が 回 動 し て 、 当 接 検 知 部 １ ２ が 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ に 接 触 す る と 、 当 接 検 知
部 １ ２ が そ れ を 検 知 し て 、 回 動 制 動 部 １ ３ は 回 動 軸 １ ０ に 制 動 を か け て 回 動 軸 １ ０ の 回 動
を 停 止 さ せ る 。 検 知 か ら 制 動 ま で の 制 御 は 、 装 置 制 御 部 （ 図 示 せ ず ） な ど に よ り 制 御 す る
。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 当 接 検 知 部 １ ２ が 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ に 接 触 し た こ と を 検 知 す る と 、 装 置 制 御 部
（ 図 示 せ ず ） な ど の 制 御 を 介 し て モ ニ タ ２ （ 報 知 手 段 ） に 、 「 こ れ 以 上 操 作 卓 を 回 動 で き
ま せ ん 」 と い っ た メ ッ セ ー ジ を 表 示 し て 、 操 作 者 に こ れ 以 上 操 作 卓 ３ の 回 動 が で き な い こ
と を 報 知 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ の と き 、 モ ニ タ ２ 以 外 に も 、 例 え ば ス ピ ー カ （ 図 示 せ ず ） な ど に よ る 音 声 に よ っ て 、
こ れ 以 上 操 作 卓 ３ の 回 動 が で き な い こ と を 報 知 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 当 接 検 知 部 １ ２ を 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ か ら 一 定 距 離 離 し て 設 置 す る こ と に よ り 、 回 動
限 界 と な る 以 前 に 接 触 を 検 知 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 に よ れ ば 、 当 接 検 知 部 １ ２ が 固 定 具
回 動 規 制 部 ８ と 接 触 し た こ と を 検 知 し て 、 回 動 制 動 部 １ ３ が 回 動 軸 １ ０ に 接 触 す る こ と に
よ っ て 、 制 動 を か け て 回 動 軸 １ ０ の 回 動 を 停 止 さ せ る の で 、 さ ら に 安 全 性 を 向 上 す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 さ ら に 、 操 作 卓 ３ を こ れ 以 上 回 動 で き な い こ と を 操 作 者 に 報 知 す る こ と に よ っ て 、 必 要
以 上 の 力 で 回 動 し て し ま う こ と を 防 ぐ こ と が で き る の で 、 安 全 性 の 向 上 と 操 作 性 の 向 上 と
を 同 時 に 実 現 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 な お 、 当 接 検 知 部 １ ２ に は 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ と 回 動 軸 回 動 規 制 部 １ １ と の 接 触 を 検
知 す る 構 成 に す る こ と も で き る 。 こ の 構 成 の 場 合 に は 、 当 接 検 知 部 １ ２ は 、 必 ず し も 回 動
軸 回 動 規 制 部 に 配 置 さ れ る 必 要 は な い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 第 １ 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 に お い て 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ の
形 状 は 、 立 方 形 状 に 限 ら な い 。 例 え ば 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ の 形 状 を Ｙ 字 状 に 形 成 す る こ
と も で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 回 動 軸 回 動 規 制 部 お よ び 固 定 具 回 動 規 制 部 が 凸 状 の 場 合 を 示 し た が 、 回 動 軸 回 動
規 制 部 お よ び 固 定 具 回 動 規 制 部 の ど ち ら か 一 方 が 凹 状 で あ っ て も 同 様 に 、 操 作 卓 の 回 動 範
囲 を 制 限 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器 ６ が 回 動 軸 １ ０ と 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ を 結 ぶ 直 線 に 対 し て 対 称 で な い
場 合 に お い て も 、 固 定 具 回 動 規 制 部 ８ の 形 状 、 大 き さ を 調 整 す る こ と で 、 適 切 な 回 動 範 囲

10

20

30

40

50

(6) JP 2007-135615 A 2007.6.7



を 得 る こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 本 発 明 の 超 音 波 診 断 装 置 は 、 操 作 卓 が 他 の 機 器 と 当 接 し な い 範 囲 内 に お い て 、 回 動 可 能
と い う 利 点 を 有 し 、 医 療 分 野 、 特 に 超 音 波 診 断 に お い て 利 用 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 １ に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 を 示 す 構 成 図
【 図 ２ 】 同 上 超 音 波 診 断 装 置 の 固 定 具 回 動 規 制 部 と 回 動 軸 回 動 規 制 部 を 示 す 断 面 図
【 図 ３ 】 同 上 超 音 波 診 断 装 置 の 回 動 軸 を 示 す 断 面 図
【 図 ４ 】 同 上 超 音 波 診 断 装 置 の 回 動 軸 と 固 定 具 回 動 規 制 部 を 示 す 断 面 図
【 図 ５ 】 同 上 超 音 波 診 断 装 置 の 回 動 軸 と 固 定 具 回 動 規 制 部 を 示 す 断 面 図
【 図 ６ 】 本 発 明 の 実 施 の 形 態 ２ に 係 る 超 音 波 診 断 装 置 の 回 動 軸 と 固 定 具 回 動 規 制 部 を 示 す
断 面 図
【 図 ７ 】 従 来 の 超 音 波 診 断 装 置 の 操 作 卓 を 示 す 平 面 図
【 図 ８ 】 従 来 の 超 音 波 診 断 装 置 を 示 す 構 成 図
【 図 ９ 】 同 上 超 音 波 診 断 装 置 の 操 作 卓 と 機 器 と の 関 係 を 示 す 平 面 図
【 図 １ ０ 】 同 上 超 音 波 診 断 装 置 の 操 作 卓 を 示 す 平 面 図
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 １ 　 本 体 部
　 ２ 　 モ ニ タ
　 ３ 　 操 作 卓
　 ４ 　 操 作 卓 回 動 軸 部
　 ５ 　 棚 部
　 ６ 　 Ｏ Ｅ Ｍ 機 器
　 ７ 　 固 定 具
　 ８ 、 ８ ａ 、 ８ ｂ 　 固 定 具 回 動 規 制 部
　 ９ 　 回 動 規 制 部 挿 入 部
　 １ ０ 　 回 動 軸
　 １ １ 　 回 動 軸 回 動 規 制 部
　 １ ２ 　 当 接 検 知 部
　 １ ３ 　 回 動 制 動 部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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